
令和４年度社会福祉法人 指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人鳥取福祉会 

監査の種類 社会福祉法人指導監査 

監査実施日 令和４年１１月１６日 

実地・書面の別 実地 

監査担当課 鳥取市福祉部地域福祉課 指導監査室 

 

 

 文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 令和３年６月２１日に開催された評議

員会において理事６人が選任された。理

事の中には施設の管理者（※）を含むこ

ととされているが、選任された理事の中

に施設の管理者が含まれていなかったの

で、施設の管理者を１人以上含むよう、

適切に選任すること。（社会福祉法第４４

条） 

※施設の管理者 法令で定める施設長、

管理者、園長など 

 

理事の中に施設の管理者を含め

ることとします。 

改善時期；令和５年４月１日 

２ 令和３年６月２１日の定時評議員会に

おいて理事６人、監事２人が選任され、

同日に開催された理事会において理事長

及び業務執行理事が選定された。当該理

事会の招集通知を令和３年６月４日に発

出したとのことであるが、理事改選後理

事長及び業務執行理事を選定する理事会

の招集通知は、定時評議員会で選任され

た理事の選任日（令和３年６月２１日）

以降に発出するものであり、適切な招集

通知とは認められない。当該理事会の開

催にあたっては理事会の招集手続きの省

略によることが考えられるが、招集手続

きの省略の手続きを実施していない。つ

いては、適切に理事会を開催すること。

次回より適切に処理します。 

改善時期；令和５年６月の理事長

及び業務執行理事の選任理事会開

催時より 



（社会福祉法第４５条の１４第９項で準

用される一般社団法人及び一般財団法人

に係る法律第９４条） 

 

３ 施設の長他の重要な職員は理事会にお

いて選任することとされているが、令和

３年４月１日に就任したわかば台こども

園の園長の選任について、理事会で決議

されていなかった。ついては、適切に園

長を選任すること。（社会福祉法第４５条

の１３、定款第２３条） 

 

以後、適切に処理します。 

改善時期；適時 

４ 各施設で使用するノート PCの共同調達

において合計で一千万円を超える支出が

あったが、入札が行われず、見積合わせ

のみで調達されていた。１回の調達で合

計の支出金額が一千万円以上となる場合

には入札を行うこと。（社援基発 0329第

１号社会福祉法人における入札契約等の

取扱いについて１(3)ア、貴法人経理規程

第７２条、第７３条、第７４条） 

 

以後、適切に処理します。 

改善時期；適時 

 


